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施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 
イ 施設管理実施計画の始期及び期間 

ロ 加工施設の工事の方法及び時期 

ハ 加工施設の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期 

ニ 加工施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ※１：工事範囲の種類は以下のとおり。

1 分析ダクト・機器等改造工事 (1),(2),(6) 改造 (1)設工認の対象となる工事

（設工認第１回申請）（改訂６）

2 (1),(2),(6) 改造

3 (1),(2),(6) 改造 (6)施設管理の重要度が高い設備の工事

4 (1),(2),(6) 改造

5 (1),(2),(6) 改造

6 (1),(2),(6) 新増設

7 Ｂウラン濃縮廃棄物建屋建設（改正７） (1),(2),(6) 新増設

8 (1),(2),(6) 改造本格導入(RE-2前半）における既設遠心機等
撤去および新規制基準に基づく追加安全対
策等の実施（設工認第３回申請）（改正
13）

(2)設備の信頼性の維持又は向上を図るため
に行う工事であって、その後の点検等の方
法、実施頻度及び時期が変更となるもの

(3)長期施設管理方針を踏まえて実施する工
事

(4)それまでの点検等の有効性の評価結果を
踏まえて実施する工事

(5)NRA指示文書又は指導文書に基づき実施
する工事

(7)使用前事業者検査又は使用前検査の対象
となる工事（設工認対象となる工事を除
く。）

新規制基準対応に伴う貯水槽の設置工事
（改正４）

　新規制基準における重大事故対策として、漏
洩した液化UF6が自然放熱により固体となるまで

に相当する12～13時間散水することが可能な水

源確保として、耐震貯水槽（400m
3
以上）を設置

する。

2017年2月から2023年4月

2011年9月から2024年3月　ウラン濃縮工場の運転に伴う付帯作業、既設
金属胴遠心機や周辺設備等の撤去作業および事
業者対応方針に基づく点検作業等により発生す
る放射性固体廃棄物の増加により、現状の廃棄
物貯蔵庫容量のひっ迫に対処するため建設す
る。

　RE-2A 用の遠心分離機、カスケード配管を
製作・据付する。
　また、新型遠心機の駆動用電源供給用イン
バータ盤および他の高周波電源設備構成盤と
ケーブル類に関する製作・据付を実施する。
　追加安全対策として、UF6配管へカバー等を
設置し、設置した機器の耐震応力評価を実施す
る。

　新型遠心機の本格導入(RE-2 前半）において、事
業変更許可申請に基づく設備·機器の追加安全対策
等および周辺設備の更新のうち、設工認第3回申請
の対象範囲について工事を実施する。
  カスケード設備（2A 遠心機）
　高周波電源設備（2A 高周波）
　非常用設備（モニタエリア拡張、既設誘導灯）
　建物（モニタエリア拡張、耐震、外部事象、通
路）

2011年9月から2023年4月

2011年9月から2023年11月

2011年9月から2023年11月

2011年9月から2023年11月

工事範囲※１ 改造/新増設
工程（２０２２年度）

　「ウラン濃縮工場分析室天井裏のダクト損傷にお
ける事業者対応方針」に基づき、工事の第一段階と
して応急対策（分析ダクトの部分交換工事） は完
了している。
　本改造では、分析ダクトに不燃性、耐腐食性、耐
震性を有し、新規制基準に適合させたダクトに更新
する。 また、設工認図面と不整合のあるスクラバ
付きドラフトチェンバおよびカリフォルニア型フー
ドを更新する

2018年6月から2022年2月

予定時期

2020年9月から2023年4月

2011年9月から2023年4月

2011年9月から2023年4月

工程（２０２３年度）

新型遠心機（RE-2A ）等の制作、据付
（改正３）

No. 名称 工事概要

モニタリングポスト等更新工事（改正３） 　モニタリングポスト、ダストサンプラ、気象
観測機器の新規制基準に基づく更新およびウラ
ン濃縮工場内退出モニタの更新を実施する。

新規制基準に基づく追加安全対策等の実施
（設工認第４回申請）（改正２）

新型遠心機の本格導入(RE-2前半)において、事
業変更許可申請に基づく設備・機器の追加安全
対策等および周辺設備の更新のうち、設工認第
４回申請の対象範囲について、更新工事を実施
する。
　(対象範囲)
　カスケード設備
　UF6処理設備
　計測制御設備
　気体廃棄物の廃棄設備
　非常用電源設備
　非常用設備
　放射線監視・測定設備

新規制基準に基づく追加安全対策等の実施
（設工認第５回申請）（改正１）

新型遠心機の本格導入(RE-2前半)において、事
業変更許可申請に基づく設備・機器の追加安全
対策等および周辺設備の更新のうち、設工認第
５回申請の対象範囲について、更新工事を実施
する。
　(対象範囲)
　均質・ブレンディング設備
　計測制御設備
　非常用設備
　除染設備
　放射線監視・測定設備
　液体廃棄物の廃棄設備
　（管理廃水処理設備）
　通信連絡設備
　固体廃棄物の廃棄設備
　貯蔵設備
　搬送設備
　溢水防護設備
　竜巻防護設備
　建屋
　付着ウラン回収設備
　核燃料物質の計量設備
　核燃料物質の検査設備（分析設備）
　その他主要な設備（洗缶設備）

新設工事

更新工事

撤去／更新工事

使用前検査の工程について
は、以下の資料（最新版）
による。
・核燃料物質加工施設の使
用前検査申請書に係る変更
の届出

遠心機製作、据付

配管製作、据付

高周波電源 製作、据付

撤去／更新工事

撤去／更新工事

▼

使用前検査（社内）

使用前検査（NRA）

▼

使用前事業者検査の工程に
ついては、使用前事業者検
査計画書による。

撤去工事

更新、改造工事
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